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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2018年３月19日に提出いたしました第48期(自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)有価証券報告書の添付書類

のうち定款に誤記がありましたので、当該添付書類を差し替えるため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するもの

であります。

　

２ 【訂正事項】

(添付資料の差し替え)

 定款

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

その他の非業務執行取締役との責任免除条項の誤記を訂正するものです。（訂正箇所以外は省略）

(訂正前) (訂正後)

(取締役の責任免除)
第24条　１（条文省略）

２当会社は、会社法第４２７条第１項の規定
により、社外取締役及びその他の業務執行
取締役との間に、任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる。ただし、当該契約に基づく責
任の限度額は、１，０００万円以上であら
かじめ定めた金額または法令が規定する額
のいずれか高い額とする。

(取締役の責任免除)
第24条　１（条文省略）

２当会社は、会社法第４２７条第１項の規定
により、社外取締役及びその他の非業務執
行取締役との間に、任務を怠ったことによ
る損害賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる。ただし、当該契約に基づく
責任の限度額は、１，０００万円以上であ
らかじめ定めた金額または法令が規定する
額のいずれか高い額とする。

 

 
以　上
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